
船橋都市計画 公聴会における公述内容に対する市の考え方 

公述の対象：船橋都市計画用途地域の変更 

公述の要旨 市の考え方 

１ ・土地区画整理事業区域周辺の道路は、た

びたび水没し、道路より低い田んぼには

さらに水がたまっていた。

海老川上流地区は、周辺の水系の水が一

気に集まる場所であり、本地区の土地区

画整理事業は、これまで遊水地としての

役割を果たしてきた本地区に土砂を搬入

し、盛土を行って宅地を整備するという

計画である。

・千葉県の都市計画審議会からの意見によ

って、治水対策と土地区画整理事業を行

った場合の浸水シミュレーションが行わ

れたが、飯山満川や海老川から溢れた場

合の想定で、河川を通らないで集まって

きている雨水の実態が反映されていると

は思えない。

また、治水対策だけを行った場合、その

結果がどう変わるかも示されていない。

治水対策だけを行った場合、非常に大き

な効果が出ると考えている。

・海老川はかつて大水害を繰り返していた

が、河道や調節池の整備によって、本町

や宮本地域の住民は水害被害から解放さ

れた。

温暖化による豪雨が増加している中で、

水害に苦しむ住民を生まないため治水対

策を急ぐことが行政に課せられた責務で

ある。

・この土地区画整理事業の計画は、海老川

流域の水害リスクを増やすため、本計画

案や土地区画整理事業の撤回や見直しを

行い、治水や遊水機能を持った公園を整

備するなど、海老川の治水を考慮した計

画を提言すべきである。

海老川上流地区土地区画整理事業区域に

ついては、土地区画整理組合設立前には休

耕田が広がっておりました。このまま放置

すると、資材置き場や墓地などへの土地利

用変換が行われ、無秩序な市街地形成が起

きてしまうことが危惧されていました。そ

のため、当該地において「ふなばしメディ

カルタウン構想」に基づき土地区画整理事

業を行うことで、乱開発などを避けるとと

もに、良好な宅地などの供給、調整池など

の浸水対策等により、計画的なまちづくり

を行うものであります。

同土地区画整理事業では、事業区域内に

時間雨量約７０ｍｍの降雨に対応した調整

池を６箇所設置し、雨水を一時的に貯留す

るとともに、調整池において雨水の放流を

時間雨量約１０ｍｍとなるように抑制する

ほか、宅地の整備に必要な地盤のかさ上げ

を計画しております。 

浸水シミュレーションについては、千葉

県都市計画審議会における附帯意見に基づ

き、土地区画整理事業による海老川流域の

治水への影響について検証したものであり

ます。シミュレーションは国のマニュアル

に基づき実施したもので、その結果、下流

域では浸水する深さが概ね減少しておりま

した。なお、海老川調節池の暫定整備や海

老川の河道掘削という海老川の治水対策は

土地区画整理事業のために整備するもので

はなく、別の事業になりますが、並行して

実施していくものであり、より現状を正確

に反映することができますので、海老川の

治水対策だけのシミュレーションを行うこ

とは考えておりません。 

海老川の整備に関しては、千葉県へ早期

整備について要望を行っておりますが、今

後も早期整備について要望してまいりま

す。 
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２ ・海老川上流地区土地区画整理事業区域で

の乱開発抑制のため、用途地域を設ける

ことで、土地利用をコントロールし、計

画的なまちづくりを行うことができる。

・賑わいのあるまちづくりを行うためのエ

リアや良好な住環境の整備を行うための

エリアなど、想定された土地利用に合わ

せた用途設定がされているため本案に賛

成である。

今回の船橋都市計画用途地域の変更によ

り、計画的なまちづくりが図れるものと考

えております。 

３ ・メディカルタウン構想の実現方針に定め

られている、医療センターを中心とした

医療の核、健康維持を支える健康の核、

新駅を中心とした賑わいの核の三つのゾ

ーンにふさわしい土地利用を誘導するた

め、用途地域を定める必要がある。

・本案では、新駅周辺には賑わいを生み出

すことが可能な大規模な商業施設、幹線

道路沿いには日常生活に必要な施設、住

環境を守る場所には住宅などが建築する

ことができ、バランスのとれたまちづく

りが可能である。

今回の船橋都市計画用途地域の変更によ

り、計画的なまちづくりが図れるものと考

えております。 
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公述の対象：船橋都市計画高度地区の変更 

公述の要旨 市の考え方 

１ ・計画的なまちづくりを進める上で、駅前

には高層でまちの顔となり、まちの発展

につながる建物があると良いと考える。

・本案では、駅周辺では高層な建物の建築

が可能であるため、まちの発展につなが

る施設の立地に期待でき、一方で住環境

にも配慮し、必要に応じて高度地区が設

定されているのでバランスが取れており

良い。

今回の船橋都市計画高度地区の変更によ

り、良好な市街地環境の形成を図るととも

に、居住環境への配慮が図れるものと考え

ております。 

２ ・本地区では、原則として第一種高度地区

（最高高さ 20ｍ）が指定されている一方

で、医療センター予定地は病院機能を充

足させるために地区計画で高さを45ｍと

設定し、中高層住宅地区では地区計画で

高さを 31ｍに緩和することで、土地の利

用価値が上がり、地域の発展に寄与する。 

・新駅周辺の商業地区では高さの制限を無

くしており、自由な設計が可能である。

・場所によりメリハリのある高度地区の指

定がなされている。

今回の船橋都市計画高度地区の変更にお

いては、原則として第一種高度地区（最高

高さ 20ｍ）を指定し、当該地の居住環境を

確保するものであります。 

一方、地区の機能や周辺環境の特性に応

じ、地区計画において最高高さ 31ｍや 45ｍ

を指定することにより、地区の特性に応じ

た土地利用が図れるものと考えておりま

す。 
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公述の対象：船橋都市計画防火地域及び準防火地域の変更 

公述の要旨 市の考え方 

１ ・新駅周辺は、高層な建物が建ち、多くの

人々が行き交うことが予想されるので、

まちの整備と同時に防火地域及び準防火

地域に指定することで、大規模火災発生

を防止することが期待できる。

今回の船橋都市計画防火地域及び準防火

地域の変更により、当該地における火災の

危険の防除が図れるものと考えておりま

す。 

２ ・新駅周辺は、建蔽率８０％、容積率２０

０％及び３００％に指定されており、建

物が密集して建築されることが想定さ

れ、当該地における火災の危険を防除す

るために建築物の構造や材質を規制する

防火地域・準防火地域の変更に賛成であ

る。

今回の船橋都市計画防火地域及び準防火

地域の変更により、当該地における火災の

危険の防除が図れるものと考えておりま

す。 
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公述の対象：船橋都市計画道路の変更 

公述の要旨 市の考え方 

１ ・船橋市内は、歩道がない道路や狭い道路

が多くあるので、日常生活で危険を感じ

る場面が少なくない。

・医療センターの最寄駅となるため、円滑

に利用できる駅前広場の整備に期待す

る。

・交通事故の減少が期待され、災害時でも

安全に通行が可能である環状交差点の整

備は、これからの時代に合った道路計画

であると考える。

医療センターの移転や新駅誘致を核とし

た新たなまちづくりに合わせた今回の船橋

都市計画道路の変更により、公共交通の利

便性向上、交通結節機能の向上、都市機能

の充実及び交通の円滑化が図れるものと考

えております。 

２ ・メディカルタウン実現方針に従い、都市

基盤を整備することで、自然に健康な心

や、体を育むことができるようなまちづ

くりができ、まちの価値向上に繋がる。

・駅前広場はまちの顔となる場所であり、

都市計画道路としてまちづくりと一体と

して整備する必要がある。

・駅前広場と既存の都市計画道路とのスム

ーズな流れを生み出すために、２本の既

存都市計画道路を繋ぐ新たな都市計画道

路の設定も必要である。

医療センターの移転や新駅誘致を核とし

た新たなまちづくりに合わせた今回の船橋

都市計画道路の変更により、公共交通の利

便性向上、交通結節機能の向上、都市機能

の充実及び交通の円滑化が図れるものと考

えております。 
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